
次のいずれにも該当する中小企業者等
⑴ 引き続き３年以上店舗の経営を行っていること。（創業後３年以上経過していること。）
⑵ 支援機関等の支援※を受けていること。
⑶ 市税に滞納がない者であること。
※支援機関等から事業計画書の確認を受けることが必須要件となっておりますので事前にご確認をお願いします。
詳しくはHP掲載の募集要項をご覧ください。

詳しい情報は
市HPをチェック

住民の買物環境の利便性を向上させる事業
移動販売事業（出張販売事業）

あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、日常生活に欠かせない多種類の生活物資を移動
しながら販売を行う事業。
※特定の販売品目のみの販売、特定世帯、施設に訪問しての販売及び社内で調理加工した食品等を販売する移動販売は除く
※いわゆるキッチンカーは対象外

宅配サービス事業
店舗等で販売している商品を自宅等まで配達する事業。ただし、生活物資（鮮魚・青果・精
肉・加工食品・日用雑貨品）のうち２品目以上の商品を取り扱うこと。
※自社で加工調理した食品を届けるのみのデリバリーは除く

買物移動支援事業
地域住民を対象に、定期的に自動車等で店舗等に送迎を行う事業。

その他、住民の買物環境の利便性を向上させる事業

大津市 産業観光部
商工労働政策課 産業・商業振興グループ
〒520-8575 大津市御陵町３－１
TEL：077-528-2755
MAIL：otsu1601@city.otsu.lg.jp

問合先

対象事業

対象者

補助率補助上限額

１／ ２５０万円

買物環境向上
事業費補助金

※過去に当該補助金の交付を受けた者については、補助対象外



申請フロー（イメージ）

大津市ホームページ:https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/62813.html

対象となる経費

店舗等改装費 設備費（器具機械） 広報費 専門家経費

申請方法

第一次募集期間 令和８年５月２０日（水） ~ 令和８年６月３０日（火）

申請方法
下記HPから申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類を添えて、期限ま
でに表面の問合せ先に電子メール・郵送、もしくは商工労働政策課に持参してください。

補助上限
50万

＜経費例＞

• 設備費 …移動販売事業実施のために必要な車両の改造に要する経費

• 広報費 …宅配サービスを宣伝するためのチラシ作成に要する経費

• 専門家経費 …サービスを始めるにあたり、移動販売ルートや配達先を検討する際に、

商圏等を専門家に分析してもらうための経費

補助率
1/2


